
逗子市環境クリーンセンター清掃業務委託仕様書 

 

 

１ 委託業務名 環境クリーンセンター清掃業務委託 

 

２ 業務の目的 

  適切な清掃業務を行うことにより、常に清潔な状態を保つとともに、建物の美観、設

備等の機能を最大限に発揮することを目的とする。 

 

３ 履行場所 逗子市環境クリーンセンター（逗子市池子４丁目 956番地） 

 

４ 委託期間 

令和８年７月１日から令和９年３月 31日まで 

 

５ 用語の意義 

  この仕様書における用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）環境クリーンセンターとは、管理棟、破砕処理棟、焼却処理棟、詰所、計量室、

洗濯室をいう。 

（２）市職員とは、発注者に所属する職員で業務担当者をいい、従事者とは受注者に所

属する職員で清掃業務に従事する者をいう。 

 

６ 業務の内容 

（１）日常清掃業務 別添 日常清掃業務内容書のとおり 

 （２）定期清掃業務 別添 定期清掃業務内容書のとおり  

 （３）特別清掃業務 別添 特別清掃業務内容書のとおり 

 

７ 指示事項 

（１）この仕様書は清掃業務の大要を示すものであるから、仕様書に定めのない事項ま

たは疑義がある事項であっても、発注者が美観または管理上必要と認め、従事者で

業務実施が可能な作業については、発注者、受注者が協議のうえ委託金額の範囲内

で実施するものとする。 

（２）受注者は、契約締結後直ちに、従事者を選任し、書面を以って発注者に報告する

ものとする。 

（３）契約期間中は従事者の変更を行わないものとする。ただし、やむを得ず変更する

時は、受注者は変更届を発注者に提出するものとする。 

（４）従事者が病気、事故等により勤務できない時は、受注者は直ちに補助従事者を確



保する等、万全の措置をとらなければならない。 

 

８ 従事者の服務 

（１）従事者は受注者が定め、発注者が承認した服装を着用し、名札を上着の左胸部に

付けなければならない。 

（２）従事者は担当業務の精通に努め、常に規律を守り、品位を保ち、明朗親切に行動

しなければならない。 

（３）従事者は作業にあたって発注者の業務に支障のないよう、次の事項に充分注意し、

作業上の衛生及び火気の取扱いには十分注意して作業を行わなければならない。特

に精密機器を据付けている場所が多いので衝撃、ごみ、火気、湿気等故障の原因と

ならないよう充分注意して作業しなければならない。 

ア 可能な限り、ごみやほこりを飛散させないこと。 

イ 機械備品等に対し、清掃器具類による衝撃を与えないこと。 

ウ 水の使用にあたっては人、機械備品等にかけないこと。 

エ 引火性の強いガソリンやベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。 

オ その他細部については発注者、受注者が協議して定めること。 

（４）従事者は環境クリーンセンター、機械備品等に破損箇所を発見したときは、直ち

に発注者に報告しなければならない。 

（５）従事者は環境クリーンセンターの防火管理については、防火管理者の定める消防

計画に従わなければならない。 

（６）従事者は事故または事故発生が予測されるときは、臨機に対応できるよう行動し

なければならない。 

（７）従事者は市職員と連絡、調整を密にし、環境クリーンセンターの管理業務に協力

しなければならない。 

 

９ 経費の負担 

（１）発注者が負担する経費は、次のとおりとする。 

ア 作業上必要とする電力、水道及びガス料金 

イ 設備器具類の部品代、修繕料 

ウ 衛生消耗品（トイレットペーパー、石けん、ビニール袋）等 

（２）受注者が負担する経費は次のとおりとする。 

ア 清掃作業上必要な器具材料（衛生消耗品を除く）等 

イ 従事者の服装及び作業に必要な保護手袋等 

ウ 業務における作業報告書類一式 

エ 連絡に必要な通信機及び通信料等 

 



10 業務の引継ぎ 

  業務の引継が発生した場合は、適正な業務を継続して行うため、委託期間以前に引継

を行うものとする。引継ぎ期間は 10日間程度とする。 

   

11 逗子市環境方針の遵守 

  受注者は、逗子市が定めた逗子市環境方針を遵守し、環境に負荷を与えないように業

務を履行しなければならない。 

 

12 その他 

 この仕様書について、発注者と受注者との間に疑義が生じたとき又はこの仕様書に定

めてない事項については、その都度発注者、受注者が協議のうえ定めるものとする。 

 

 








































